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調査・研究レポート 

特集：土地利用規制に係る事務・権限の移譲について ～農地転用許可に係る事務・権限の移譲を事例として～ 

 

○ はじめに 

本県がかねてより主張してきた農地転用許可に係

る事務・権限の移譲が平成 26年６月に成立した第５

次地方分権改革一括法により、実現した。  

前述の事務・権限は、「地方公共団体において条例

制定や体制整備必要なもの」１とされ、平成 28 年４

月 1 日をもって移譲がなされた。 

本レポートは、農地転用許可に係る事務・権限の

移譲を巡る議論を振り返り、そこから得た示唆を踏

まえ、今後の地方分権の推進、さらには道州制へ向

けた取組の方向性を示すものである。 

 

１ 第５次地方分権一括法成立以前における農地転用許可事務の制度変遷 

 （１）第一次分権改革（平成７年～11年）の成果 

移譲を求める分権推進委員会、反論する農林水産省 

 農地転用許可制度は、第一次分権改革２以来、常に

○ 「あいち分権通信」は、愛知県の地方分権改革・道州制への取組をお伝えするとともに、地方分権改革・道州

制に関する話題をお届けするものです。 

○ 地方分権改革は、「地方が主役」となり、地域の特性・実情にあわせ独自に発展できる仕組みへ、国のかたち

を抜本的に変えていく取組です。 

○ 平成５年の衆参両院における「地方分権の推進に関する決議」から 20 余年にわたる取組の中で、地方分権改

革は、一定の成果を挙げてきました。しかしながら、本県がめざすべき分権型社会の実現には至っていません。

今後も歩みを緩めることなく地方分権改革の推進、さらには地方分権の究極の姿である道州制の実現に向けて、

継続的に取り組んでいく必要があります。 

○ 「あいち分権通信」が、分権型社会の実現に向けて、“分権マインド”を持つ皆様の御参考になれば幸いです。

平成 28 年８月 
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改革のテーマとされてきた。 

第一次分権改革では、内閣総理大臣の諮問機関で

ある地方分権推進委員会及び、同委員会の地域づく

り部会において議論がなされた。 

議論が行われた平成７年当時、農地転用許可権限

は、２ha までが機関委任事務として都道府県知事が

執行し、２ha 超については、国の直接執行事務とな

っていた。 

議論の場において、国は、「大規模農地は食料供給

の基盤として重要であり、その転用については広域

的な観点から国が判断する必要があること等から、

２ha 超の農地転用許可の地方への権限移譲は問題が

ある。」３など、優良農地を保全し、食料自給率を維

持するという食料安全保障の観点から、農地転用許

可は国の事務・権限として残すべきと主張した。 

一方、委員からは、「国の義務・国の責任を強調し

ているが、機関委任事務制度の下で、食料の自給率

は低下し、農家の後継者不足も生じている。今まで

の農水省の政策が間違っていたのではないか。」４な

ど、厳しい認識が示された。さらに、地方側からは、

「地域の農業をどうするかについては、その地域に

おいても長期的な見通しを持っている。このため、

農地転用等についても地域に任せるべきである。」５、

「地方においても、21 世紀の食料については憂慮し

ており、優良農地は残したい。いい加減に扱ってい

ない。国が農業だけでは生活していけないという実

態を放置し、農地の確保は国の責任であるというこ

としかいわないことの方が問題」６といった意見が示

された。 

こうした議論を踏まえ、農林水産省は、「２haを越

え４ha 以下の農地転用権限の都道府県への移譲につ

いては、次期通常国会（平成 10 年度常会）に改正法

案を提出予定」７との方向性を示した。これを受けた

「地方分権推進計画」において農地転用許可制度は

「国際協定等との関連に加え、制度全体にわたる見

直しが近くに予定されている事務」と分類され、取

り扱われていくこととなった。 

機関委任事務の廃止と移譲の一部実現、自治事務化 

第一次分権改革における農地転用許可制度に係る

制度改正は、２つの段階を経て実施された。１度目

は、平成10年の制度改正である。この制度改正では、

４ha 超の農地転用許可については国の直接執行事務、

２ha超４ha以下の農地転用許可については国との協

議を要する都道府県の法定受託事務、２ha 以下の農

地転用許可については都道府県の法定受託事務とさ

れた。２度目は、平成 13年の制度改正である。この

改正では、１度目の制度改正からさらに踏み込んだ

形で権限の移譲がなされ、２ha 以下の農地転用許可

について都道府県の自治事務とされた８。 

このような農地制度に係る改革は、「国から地方へ

の権限移譲が小規模にとどまるなか、移譲が実現し

た数少ないものの一つ」９であり、地方分権改革の着

実な進展を物語る成果であった。 

条例による市町村への権限移譲が可能に 

第一次分権改革においては、従来の事務委任の制

度に代わり、条例による事務処理の特例制度が創設

された。これは、自治事務、法定受託事務の別を問

わず、必要に応じ、都道府県の担っている事務を市

町村へ権限移譲することを可能とした制度であり、

農地転用許可事務においても、条例による事務処理

特例を活用した市町村への権限の移譲が可能となっ

た。 

 

（２）第二次分権改革（委員会勧告方式）（平成 19年～）での議論  

分権改革推進委員会が全面的な移譲を勧告 

第二次分権改革においては、平成 19 年に発足した

有識者等からなる地方分権改革推進委員会において、

農地転用許可制度に係る権限の所在について議論が

なされていった。地方分権改革推進委員会において

も、第一次分権改革と同様に、国は食料安全保障の

観点から事務・権限の移譲を拒み１０、それに対し、

地方側は「地方自治体が地方の実情に合わせて転用

許可をしていった方がいい。」１１などと主張した。こ

れらの議論を踏まえ地方分権改革推進委員会におい

て取りまとめられた「第１次勧告（以下、平成 20年

勧告という。）」では、国と地方の役割分担の観点か

ら、「外交、防衛など国家としての存立にかかわる事

務をはじめとする国が本来果たすべき役割を重点的

に担うように中央政府の役割を限定し、住民に身近

な行政は地方自治体に移譲し地方の裁量と責任のな
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かで実施することが基本である。」１２と指摘した上で、

農地転用許可については、 

－ 農地転用に係る国の許可権限を都道府県に移

譲するとともに、国との協議を廃止する。 

－ 都道府県の許可権限（権利移動及び２ha 以下

の転用）を市に移譲する。 

－ 都道府県が定める農業振興地域整備基本方針

に係る国との同意を要する協議については、同

意を廃止する。 

として、事務・権限の全面的な地方への移譲及び国

による関与の縮小を政府に勧告した。 

繰り延べられた結論 

しかしながら、平成 20 年勧告を受けた平成 21 年

の農地法改正では、附則第 19 条４項において、「国

と地方公共団体との適切な役割分担の下に農地の確

保を図る観点から、・・・事務の実施主体の在り方、

農地の確保のための施策の在り方等について検討を

加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ

いて必要な措置を講ずるものとする。」とされるにと

どまり、勧告に基づく事務・権限の移譲は進まなか

った。 

これは、平成 20年当時、経済財政諮問会議におい

て、農業制度改革が検討されており、地方分権の観

点から議論されていた事項についても、「今回、措置

をする農地確保施策の実施状況を踏まえ、５年後を

目途に国と地方公共団体との適切な役割分担につい

て検討したい。」１３とされたためである。

（コーヒーブレイク：英国における農地制度事情） 

○ 英国では、第二次世界大戦後の国内の食料事情の改善を目的として、農業保護に重きが置かれました。農

業保護の実現手段として、農産品の価格支持制度としての英国農業法と、土地利用計画の総合的な管理のた

めの都市農村計画法が１４一体として制定されており１５、都市地域と農村地域の一体的土地利用が実現され

ています。また、英国では、個別の土地利用計画に係る地方への分権が進んでおり、都市農村計画法により、

地方自治体はほとんどの都市計画決定権限を有する１６という土地利用制度の体系になっています。 

○ なお、英国では、人口フレーム（将来人口の概ねの推計値）に応じて、農地転用面積が割り振られる仕組

みとなっており、短期的視点に立った安易な農地転用がなされない制度的担保が取られている点、開発の監

督をしているプランナーが、専門職として処遇され、長期的な視座から、地域のまちづくりを検討している

点など、我が国における土地利用規制の運用状況、運用体制とは大きな相違がある点には、十分に留意する

必要があります１７。 

 

２ ポスト第二次改革１８に向けた愛知県の取組 

勧告の実現を国に提言 

愛知県は、国と地方の適切な役割分担の観点から、

地方分権改革推進委員会により示された第４次まで

の勧告で示されたすべての事項について、見直しに

向けた取組を着実に進めるよう国に対し求めてきた。 

 また、平成 25 年３月に安倍内閣総理大臣を本部長

とする「地方分権改革推進本部」が設置されたこと

を受け、同年４月に「さらなる地方分権改革に向け

た愛知県提言」を取りまとめた。特に、農地転用許

可に係る事務・権限については、地域の産業経済の

振興や地域の活性化につながる事務であるとして、

４ha 超を含む全ての事務・権限について、移譲を求

めてきたところである１９。 

県内２市への権限移譲 

条例による事務処理の特例を活用し、農地転用許

可に係る事務・権限を、平成 24 年に岡崎市に、平成

26 年に名古屋市に対し移譲した。この２市において

は、条例による事務処理の特例の活用に加え、地方

自治法第 180 条の２に基づき、移譲された事務・権

限を市長から農業委員会に対し委任することで、農

地転用許可に係る事務を農業委員会へ一元化し、事

務処理の迅速化を実現している。 

 

３ ポスト第二次分権改革（平成 26 年～）での移譲の実現  

（１）提案募集制度の導入と活用 
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地域の発意に根ざした新たな取組（提案募集制度）の導入 

平成26年からは、現場の支障事例に基づいて、個々

の地方公共団体から制度改正の提案を募る方式を用

いることにより地方分権改革が進められている２０。

なお、地方公共団体から募られた提案は、内閣府に

おいて整理された後、特に重要と考えられる案件に

ついては、地方分権改革有識者会議又は専門部会に

おいて集中的に調査・審議を行い、実現に向けた検

討が進められることとなった２１。 

全国から寄せられた権限移譲を求める提案 

 農地転用許可に係る事務・権限の移譲については、

地域の実情に精通した都道府県知事が実施すること

で、審査期間の短縮が図られるメリットがあり２２、

地域の活性化につながる２３。 

このため、平成 26 年の提案募集に対して、愛知県

は、これまでの主張どおり農地転用許可（４ha 超）

権限の移譲を提案した。 

 全国知事会等の調査２４によると、農地制度に係る

支障事例等として、「農用地利用計画の変更は市町村

と都道府県の自治事務であるにもかかわらず、その

後の農地転用許可（知事許可・大臣協議案件）の段

階で、国から農用地利用計画の変更が不適切と一方

的に判断され、協議に時間を要した。」という声を始

め、様々な支障事例等が寄せられていた。 

こうしたことから、全国においても同様に、農地

転用に係る事務・権限の移譲関係若しくは、農地転

用等に係る規制緩和を求める56件の提案が行われた。 

これらの提案については、地方分権改革有識者会

議に設けられた農地・農村部会において検討される

こととなった。 

見直しを求める地方六団体 

地方分権改革有識者会議における検討に向けて、

地方六団体２５は「農地制度のあり方について（以下、

地方六団体提言という。）」を取りまとめた。 

地方六団体提言では、「真に守るべき農地を確保し

つつ、住民に身近な地方自治体が主体となって都市

と農村を通じ地域の実情に応じた土地利用を実現す

る観点から、農地制度のあり方を見直すべきである。」

２６とし、農地の総量確保には、国と地方が責任を共

有するとともに、個別の農地転用については、「総合

的な土地利用行政の観点から、市町村がその執行を

担う仕組みにするべきである。」２７として、農地転用

許可に係る事務・権限の市町村への移譲を求めた。 

反論する農林水産省 

これに対し、農地・農村部会において農林水産省

は、「個別の農地転用許可の判断は、現場と距離を置

いた判断ができる者が行うことが適切であるとしつ

つ、仮に農地転用許可権限の移譲をさらに進める場

合には、優良農地の保全の観点から、客観的に見て

十分な担保措置を取り得るかが課題。」２８などとし、

真っ向から対立する議論が繰り広げられた。 

有識者会議が全面的な権限移譲の方向性を提示 

一方で、委員からは農地転用許可制度における平

成 26 年当時の課題として、「土地利用に関して関連

法律と分権の足並みを揃えるという視点も重要。」、

「人口減少社会の到来を踏まえれば、地域の実情に

応じたまちづくりは避けて通れない課題。」といった

指摘がされている２９。 

そのような議論を経て、「２ha 超４ha 以下の農地

転用は、暫定的な法定受託事務とされてから、相当

な期間が経っているので、その位置付けを見直すべ

き。」、「農地転用許可事務の大部分は地方が担ってお

り、許可基準を明確に示すのが、本来の国の役目。

わずかな件数しかない大臣許可や協議案件に固執す

る必要はなく、全体の政策効果を考えると、明確な

基準のもとに転用許可の権限は都道府県、市町村に

任せ、国は食料自給率の向上などに取り組むべき。」

など、制度改革へ向けた方向性が示されることとな

った３０。 

有識者の間においても、「農地転用の問題は、地方

分権改革有識者会議でもずっと共有している問題・

関心」３１とされ、第二次分権改革の残された大きな

テーマとして、改革の必要性が十分に認識されてい

た３２といえる。 

 

（２）政府対応方針及び第５次地方分権一括法における制度改正の概要 

移譲の実現、「指定市町村制度」の創設 

農地・農村部会での議論を踏まえ、農地の総量確

保の仕組みの充実を図るとともに、農地転用に係る

事務・権限について、地方への移譲を行うことが閣
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議決定３３された。 

具体的には、これまで国との協議が義務付けられ

ていた２ha超４ha以下の農地転用に係る協議を廃止

し、事務の類型を自治事務とするとともに、これま

で国の権限であった４ha を越える農地転用に係る事

務・権限については、「当分の間」、国との協議を要

する法定受託事務として移譲されることとなった。

また、優良農地確保の目標を定める等、一定の要件

を満たすことで国が指定する市町村については、今

回の権限移譲により都道府県知事へ移譲される権限

と同等の権限が移譲される、「指定市町村」の仕組み

が新たに設けられることとなった３４。 

 

 

４ 農地転用許可権限の移譲を巡る議論が示唆するもの 

第一次分権改革以来、農地転用に係る事務・権限

の移譲については、これらの事務・権限が本来的に

国に帰属すべき事務なのか、地方に帰属するべき事

務なのかが、常に議論の中心にあった。   

その際、地方の側から、地方の役割と責任につい

て明確に主張してきたことが、移譲の実現につなが

った。事務・権限の移譲の実現に向けては、実際に

処理される件数や地方への移譲による効果も重要な

論点ではあるが、国と地方の役割分担の観点から、

地方が責任を持って事務を担うべきと立論できるか

どうかが、改革を進めていくための鍵を握っている

ものと考えられる。 

 

○ おわりに 

地方分権を推進し、国・都道府県・市町村のある

べき役割分担を実現していくためには、国から地方

への事務・権限の移譲だけではなく、都道府県にお

いても条例による事務処理特例等を活用した市町村

への事務・権限の移譲について着実に取り組んでい

く必要がある。 

 累次の地方分権改革により、事務・権限の移譲が

進展していく中で、移譲された事務・権限を地域に

フィットするように行使していくことが、ますます

重要となる。その際には、権限の行使にあたり、地

域の実情に応じた法令解釈を行うとともに、必要に

応じて独自条例を制定するなど、いわゆる政策法務

の考え方を踏まえた事務の執行が必要となっていく

分野も増えていくものと考えられる３５。 

国から地方への事務・権限の移譲は一朝一夕で進

むものではない。その時々の社会情勢の変化を踏ま

えながら、一つ一つ成果を積み上げつつ国と地方の

間で丁寧な議論を重ねていかなければならない。 

提案募集制度の一層の活用や持続的な要請活動の

実施など継続的な取組が、地方分権改革の進展、そ

して地方分権の究極の姿である道州制の実現に向け、

重要な役割を果たしているのではないだろうか。 

 

 

トピックス：地方分権改革を巡る最近の動向 

○ 本年で３年目を迎えた「地方分権改革に関する提案募集」に対し、全国から 303 件の提案がなされました。

愛知県は、「不動産鑑定士試験の受験申し込みの都道府県経由事務の廃止」など、計５件の改革案を提案し

ました。 

○ 今年の提案の特徴として、「子ども・子育て支援関係」の提案が 48 件（前年 11 件）と増加しています。 

○ また、全国の市町村からの提案が、提案団体数 71 団体（前年 39 団体）、提案件数 164 件（前年 112 件）

と前年比で増加しており、“分権マインド”の広がりが窺えます。 

※第 5 次地方分権一括法の概要（平成 27 年 6 月内閣府作成）をもと
に一部加工

農地転用許可に係る事務・権限移譲のイメージ

H28.4 
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○ 平成 28 年７月５日（火）に開催された地方分権改革有識者会議において、上記の提案に対する検討の方

向性が示されました。「内閣府と関係府省との間で調整を行う提案」とされた 209 件の提案について、有識

者を交え、議論が深められることとなり、８月上旬から地方分権改革有識者会議提案募集検討専門部会にお

いて、有識者による関係各府省のヒアリングが実施されています。 

○ 今後、９月上旬に開催が予定される地方分権改革有識者会議において、有識者を交えた議論が予定されて

います。                                

 

                                                   
１ 内閣府「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律（第５次地方

分権一括法）の概要」（H27.６） 
２  平成５年６月の地方分権の推進に関する決議（衆参両院）

後、平成７年７月に発足した地方分権推進委員会による第

１次から第５次までの累次の勧告を基に閣議決定された

「地方分権推進計画」並びに「第二次地方分権推進計画」

により推進された地方分権改革のことを指す。 
３  地方分権推進委員会第 15回審議概要（速報版）（第 5回

地域づくり部会と合同開催）（H７.11.９） 
４  地方分権推進委員会第 76回審議概要（速報版） 

（H８.10.17） 
５  地方分権推進委員会第 78回審議概要（速報版） 

（H８.10.30） 
６  地方分権推進委員会第 78回審議概要（速報版） 

（H８.10.30） 
７  地方分権推進委員会第 162 回審議概要（速報版） 

（H９.12.11） 
８ 北原鉄也「都市計画・土地利用規制・農地転用における国

の関与の縮減について」（『都市問題 2015.５』）参照。 
９ 愛知県知事政策局企画課「地方分権改革 13年の軌跡～リ

アル分権はどこまで進んだのか～」（H25.３）P36 参照。 
１０ 第 23 回地方分権改革推進委員会議事録（H19.10.15）参

照。 
１１ 第 16 回地方分権改革推進委員会議事録（H19.９.４）参

照。 
１２ 地方分権改革推進委員会「第１次勧告」（H20.６.20）P

７参照。 
１３ 平成 20年第 27回経済財政諮問会議議事要旨（H20.12.

３） 
１４ 安藤光義ほか『英国農村における新たな知の地平』（2012.

７農林統計出版株式会社）P.P10-12 
１５ 安藤光義教授(東京大学農学生命科学研究科)ヒアリン

グを参照に記載（H28.５.17） 
１６ 中井検裕ほか『英国都市計画とマスタープラン 合意に

基づく政策の実現プログラム』（H10.3.10） 
１７ 安藤光義教授（東京大学農学生命科学研究科）ヒアリン

グを参照に記載（H28.５.17） 
１８ 愛知県「分権型社会に向けて」参照 
１９ 愛知県「さらなる地方分権改革に向けた愛知県提言」

（H25.４.22） 
２０ 内閣府地方分権改革有識者会議「個性を活かし自立した

地方をつくる～地方分権改革の総括と展望～」（H26.６.24）

P.P７-８参照 
２１ 内閣府地方分権改革有識者会議「個性を活かし自立した

地方をつくる～地方分権改革の総括と展望～」（H26.６.24）

P８参照 
２２ 平成 26年度愛知県提案を参照 
２３ 愛知県「さらなる地方分権改革に向けた愛知県提言」

（H25.４.22） 

                                                                                      
２４ 全国知事会、全国市長会、全国町村会「農地制度に係る

支障事例等について」（H25.10.２） 
２５ 全国知事会、全国市長会、全国町村会、全国都道府県議

会議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会の総称 
２６ 地方六団体「農地制度のあり方について」（H26.８.５）

P１参照 
２７ 地方六団体「農地制度のあり方について」（H26.８.５）

P６参照 
２８ 内閣府「地方分権改革有識者会議農地・農村部会報告書」

（H27.３.19）P５参照 第９回農地・農村部会（H26.８.20）

での発言。 
２９ 内閣府「地方分権改革有識者会議農地・農村部会報告書」

（H27.３.19）P10～11 参照 
３０ 内閣府「地方分権改革有識者会議農地・農村部会報告書」

（H27.３.19）P10～11 参照 
３１ 第７回地方分権改革有識者会議議事録（H25.10.16） 
３２ 内閣府「地方分権改革有識者会議農地・農村部会報告書」

（H27.３.19）P１を参照に記載 
３３ 「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」（H27.

１.30 閣議決定） 
３４ 「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」（H27.

１.30 閣議決定） 
３５ 出石稔教授(関東学院大学法学部)ヒアリングを参照に

記載（H28.６.16） 

○ ホームページ：分権型社会に向けて 

地方分権や道州制について、愛知県の主張・取組など 

最新の動向を紹介するとともに、Q&A 形式でわかりやすく 

解説しています。  

URL ：http://www.pref.aichi.lg.jp/kikaku/bunken/index.html  

○ 出前分権教室を実施しています！ 

 地方分権・道州制に対する理解を深めていただくために、 

県民の皆様や大学・各種団体からの依頼に基づき、職員が 

出向いて説明しています。応募方法につきましては、上記 

ホームページを御覧ください。 
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